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問い合わせ先：町民課　国保・年金グループ　　　　☎８２－２３２５
　　　　　　　日本年金機構　苫小牧年金事務所　　☎５６－９００２

問い合わせ先：健康福祉課　健康推進グループ　☎８２－５５４１ 

問い合わせ先：子育て支援課　子育て支援グループ　☎ ８５－２０２１

【７月から免除（納付猶予）の申請を受け付けます】
　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、将来の年金受給権や障害基礎年金の受給資格を確保す
るため、未納のままにせずに保険料の免除（納付猶予）の申請をしてください。
◆対　　象　　所得要件などがありますので、問い合わせしてください。
◆免除（納付猶予）承認期間　７月から翌年６月まで（年度ごとに申請が必要となります）
◆申請に必要なもの　　　　○年金手帳または個人番号のわかる書類　○印鑑
　　　　　　　　　　　　　○離職票、雇用保険受給資格者証など（失業などを理由とするとき）
※免除（納付猶予）承認期間は、保険料を納めた場合に比べ老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
　生活にゆとりができたら、10年前までさかのぼって保険料を納められる「追納」をお勧めします。
【保険料の産前産後期間免除制度】
◆対　　象　　国民年金第１号被保険者
◆免除期間　　出産予定日または出産日が属する月の前月から４カ月間
　　　　　　　※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の３カ月前から６カ月間
◆届け出時期　　出産予定日の６カ月前から届け出が可能です。出産後でも届け出ることができます。
◆届け出に必要なもの　○年金手帳または個人番号の分かる書類 ○母子健康手帳（出産前届け出時）
※産前産後期間免除制度で免除した期間については、全額納付扱いになります。

国民年金 保険料納付の免除（納付猶予）申請


